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告示 
○ ＳＴＥＭ機能付き超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡に関する落札者等の公示（入札

課） 

○ 草加都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ さいたま都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 県立特別支援学校スクールバス運行業務委託に関する契約の相手方等の公示（特別支援

教育課） 

○ 県道三芳富士見線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道三芳富士見線の供用の開始（川越県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定の取り消し（越谷建築安全

センター） 

○ 公職選挙法に基づく個人演説会等施設の指定取り消し（選挙管理委員会） 

○ 公職選挙法に基づく個人演説会等施設の変更（選挙管理委員会） 

○ 公職選挙法に基づく個人演説会等施設の指定取り消し（選挙管理委員会） 

○ 公職選挙法に基づく個人演説会等施設の指定（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

ＳＴＥＭ機能付き超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県産業技術総合センター 埼玉県川口市上青木３丁目 12 番 18 号 

３ 落札者を決定した日 

平成 29 年９月 26 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社ユニオン埼玉営業所 営業所長 井田 雅之 

埼玉県熊谷市広瀬 658-３ 

５ 落札金額 

65,502,000 円（税込） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成 29 年７月 25 日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号 

 
八
潮
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自

然
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
六
―
二
九
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
字
吉
原
三
千
百
十
四
番
一 

外
三
十
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
千
二
百
二
十
一
・
六
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

   
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立和光特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま 

 市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年９月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社平成エンタープライズ 埼玉県富士見市東みずほ台１－４－５グラン 

 シャリオ202 

５ 落札金額 

  550,692,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年９月15日 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

利 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

三
芳
富
士
見
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
字
名
シ
久
保
二

六
二
三
番
六
地
先
か
ら
同
市
鶴
瀬
東

一
丁
目
二
六
六
二
番
二
〇
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

 

九
・
六
五
～ 

 
 

 

一
六
・
一
四 

七
・
三
五
～ 

 

一
四
・
二
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
七
九
・
六
一 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

区
画
整
理
事
業
及
び

歩
道
整
備
事
業
に
よ
る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ 

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

利 

彦 



    
 

 

三
芳
富
士
見
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 
富
士
見
市
大
字
鶴
馬
字
名
シ
久
保
二
六
二
三
番

六
地
先
か
ら
同
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
六
六
二
番
一

五
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

供
用
開
始
の
期
日 

区
画
整
理
事
業
及
び
歩
道
整
備
事
業

に
よ
る
。 

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八

号

及

び

平

成

二

十

九

年

十

二

月

五 
 

 
 

日
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
二
十
七
号
で
告
示
し
た
道
路
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
二
九
三
・
七
七
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
十
三
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
九
〇
〇
一
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
三
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
熊
井
字
下
海
道
下
十
六
番
一
、
十
六
番
四
、
十
六
番
三
、
十
七 

 

番
一
、
十
七
番
三
、
十
八
番
二
、
十
八
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 

株
式
会
社
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン 

代
表
取
締
役 

古
屋 
一
樹 



告 
 

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
六
日
第
百
八
十
六
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り

消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡

辺

賢

司 
 

 
 

   



 

第
一
号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
九
年
十
一

月
二
十
一
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

（
当
初
地
番
）埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
村
大
字
小
針
内
宿
字
薬

師
堂
根
八
百
八
十
三
番
一
、
九
百
番
一
、
九
百
番
十
五
、
九
百

番
二
十
三
、
九
百
番
二
十
七 

（
現
況
地
番
）埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
西
小
針
三
丁
目
七
十

三
番
、
七
十
四
番
、
八
十
一
番
の
各
一
部
、
二
百
九
十
四
番
、

二
百
九
十
五
番
、
二
百
九
十
六
番 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
八
・
八 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
六
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
庄

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い

て
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

  

宮
本
町
会
議
所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
本
庄
市
千
代
田
三
丁
目

一
番
二
号 

所

在

地 

宮
本
町
自
治

会
長 

管

理

者 

百
人 

収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
七
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
本
庄
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
所
在
地
の
変
更

が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

  

上
町
会
館 

吉
田
林
自
治
会
館 

秋
山
会
館 

山
王
自
治
会
館 

施
設
の
名
称 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
四
十
番
地
四 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
二
千
五
百
十
五
番
地
六 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
吉

田
林
二
百
十
二
番
地 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
吉

田
林
二
百
十
三
番
地 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
秋

山
千
四
百
一
番
地
一 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
秋

山
千
四
百
一
番
地 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
二
千
四
百
二
十
番
地 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
二
千
四
百
二
十
八
番
地 

所

在

地 

上
町
自
治
会

長 吉
田
林
自
治

会
長 

秋
山
自
治
会

長 下
町
自
治
会

長 管

理

者 

六
十
人 

五
十
人 

三
十
人 

三
十
人 

収

容

人

員 



 

本
町
会
館 

施
設
の
名
称 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
二
百
六
十
一
番
地
二 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
千
二
百
五
十
六
番
地
一 

所

在

地 

本
町
自
治
会

長 管

理

者 

百
人 

収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
谷

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い

て
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

  

川
本
農
民
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
深
谷
市
田
中
百
五
十
三

番
地
一 

所

在

地 

深
谷
市
長 

管

理

者 

百
人 

収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
田

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

   

城
西
ふ
れ
あ
い
館 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
行
田
市
城
西
一
丁
目
五

番
地
十
七
号 所

在

地 

城
西
ふ
れ
あ

い
委
員
会 

管

理

者 

五
十
人 

収

容

人

員 
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